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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人工股関節寛骨臼の製造方法であり、前記方法は：
（ａ）開口面（Ｐ）に含まれる開口表面（５）を含む凹状内部受容表面（３）、前記開口
面（Ｐ）に沿って外側に延びる環状端部（４）及び前記環状端部（４）の外縁に形成され
る外側環状受容構造（６）を有する挿入カップ（１）を準備するステップと、
（ｂ）前記環状端部（４）を越えて延びるとともに前記環状端部（４）の外縁に形成され
た前記外側環状受容構造（６）と嵌合する装着配置用インサート（７）であって、前記外
側環状受容構造（６）の受容表面（９）と、前記外側環状受容構造（６）の周りに嵌合す
ることで協働するように構成される周縁環状固定構造（１０）を有する、プラスチックか
ら形成される装着配置用インサート（７）を準備するステップであって、前記装着配置用
インサート（７）及び前記挿入カップ（１）の外側環状受容構造（６）は、前記装着配置
用インサート（７）が前記挿入カップ（１）の前記外側環状受容構造（６）に固定される
際に、前記装着配置用インサート（７）が、前記挿入カップ（１）の実質的に半球状凸状
外側アンカー表面（２）により定められるような実質的に半球状表面（Ｓ１）の外に飛び
出さないように構成される、準備するステップと、
（ｃ）前記外側環状受容構造（６）の寸法を増加させるために前記装着配置用インサート
（７）を加熱するステップと、
（ｄ）前記外側環状受容構造（６）の受容表面（９）の周りに前記周縁環状固定構造（１
０）を嵌合するステップと、
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（ｅ）前記外側環状受容構造（６）の寸法を減少させるために前記装着配置用インサート
（７）を室温に戻して、前記周縁環状固定構造（１０）の前記外側環状受容構造（６）へ
の半径方向締め付けを達成するステップと、を含む方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であり、前記装着配置用インサート（７）を前記挿入カップ（１
）上に固定する前に、前記方法がさらに、前記挿入カップ（１）の前記凹状内部受容表面
（３）内に関節インサート（１８）を挿入するステップ（ｂ１）を含む、方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の方法であり：
－前記関節インサート（１８）がセラミックスで形成され、
－前記装着配置用インサート（７）が前記関節インサート（１８）を前記挿入カップ（１
）内に保持するための弾性手段（１９）を持ち、
－前記装着配置用インサート（７）が前記挿入カップ（１）に固定された場合に、前記装
着配置インサート（７）が、前記関節インサート（１８）を前記挿入カップ（１）内に保
持するための前記弾性手段（１９）を介してのみ前記関節インサート（１８）に接触する
、方法。
【請求項４】
　請求項２に記載の方法であり、さらに、微生物防止封袋として形成され且つ封止された
ユニットを殺菌するステップ（ｆ）を含む、方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の方法であり、前記関節インサート（１８）がセラミックスで形成され
、前記殺菌ステップ（ｆ）がガンマ線で照射することによる、方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法であり、前記装着配置用インサート（７）がポリエチレンから形
成される、方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法であり：
－前記外側環状受容構造（６）は、前記受容表面（９）を外側に向けた状態の、環状端部
（４）の連続的又は不連続的周縁半径方向肩部（ｄ）を含み、
－前記装着配置用インサート（７）は、接続表面（１１）を内側に向けた状態の、連続的
又は不連続的周縁環状固定構造（１０）を持ち、前記外側環状受容構造（６）の受容表面
（９）と協働するように構成される、方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の方法であり：
－前記外側環状受容構造（６）の受容表面（９）が不連続的周縁ロック溝（１４）を含み
、
－前記装着配置用インサート（７）の前記周縁環状固定構造（１０）の接続表面（１１）
が、周縁に分布されるとともに、前記不連続的周縁ロック溝（１４）内に嵌合するように
構成される複数のロックリブ（１５ａ～１５ｄ）を含む、方法。
【請求項９】
　請求項７に記載の方法であり：
－前記外側環状受容構造（６）の受容表面（９）及び前記周縁環状固定構造（１０）の接
続表面（１１）の一方が、連続的周縁環状ロック溝（１６）を有し、
－前記周縁環状固定構造（１０）の接続表面（１１）及び前記外側環状受容構造（６）の
受容表面（９）の他方が、前記連続的周縁環状ロック溝（１６）内で嵌合するように構成
される、連続的又は不連続的周縁環状ロックリブ（１７）を有する、方法。
【請求項１０】
　請求項７に記載の方法であり：
－前記環状端部（４）の周縁半径方向肩部（ｄ）が、０．７ｍｍ～１．２ｍｍの間の厚さ
（ｅ１）を持ち、
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－前記外側環状受容構造（６）の不連続的周縁ロック溝（１４）又は連続的周縁環状ロッ
ク溝（１６）が、０．２ｍｍ～０．６ｍｍの間の半径方向厚さ（ｅ２）を持つ、方法。
【請求項１１】
　請求項７に記載の方法であり、前記環状端部（４）の周縁半径方向肩部（ｄ）が、１ｍ
ｍ～４ｍｍの間の高さ（ｈ１）を持つ、方法。
【請求項１２】
　請求項８に記載の方法であり、前記外側環状受容構造（６）の不連続的周縁ロック溝（
１４）又は連続的周縁環状ロック溝（１６）が、０．４ｍｍ～３ｍｍの間の高さ（ｈ２）
を持つ、方法。
【請求項１３】
　請求項１に記載の方法であり、前記装着配置用インサート（７）の前記周縁環状固定構
造（１０）が、前記環状端部（４）の前記半径方向肩部（ｄ）の厚さ（ｅ１）と実質的に
等しいか又は小さい半径方向厚さ（ｅ３）を持つ、方法。
【請求項１４】
　請求項１に記載の方法であり、前記外側環状受容構造（６）が外部にあり、かつ前記開
口面（Ｐ）から離れて設けられる、方法。
【請求項１５】
　請求項１に記載の方法であり、前記装着配置用インサート（７）が、その上にインパク
ターを取り外し可能に固定され得る組立て構造（８）を持つ、方法。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の方法であり、前記組立て構造（８）が、前記装着配置用インサート
（７）に形成された内部ネジ（２１）を有する固定孔（２０）を含み、前記インパクター
の対応するネジ部分のねじ込みを可能とする、方法。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の方法であり、前記固定孔（２０）は、ネジ付きロッドを持つ脱着器
具と協働することができる貫通孔であり、前記ロッドは前記貫通孔を通じてねじ込むこと
ができ、前記ロッドは、前記ネジ付きロッドが前記貫通孔内にねじ込まれる際に、前記挿
入カップ（１）の前記凹状内部受容表面（３）に対して直接的又は間接的に結合されるよ
うに構成される遠位端部を有する、方法。
【請求項１８】
　請求項１６に記載の方法であり：
－前記装着配置用インサート（７）は、前記装着配置用インサート（７）と前記凹状内部
受容表面（３）の底部との間、又は適切な場合には前記装着配置用インサート（７）が前
記挿入カップ（１）の前記外側環状受容構造（６）へ固定されるときの、前記装着配置用
インサート（７）と関節インサート（１８）との間に、自由空間（Ｅ１）が形成されるよ
うに構成され、
－前記装着配置用インサート（７）が前記外側環状受容構造（６）の受容表面（９）に対
してその接続表面（１１）に亘って封止状態で置かれ、
－前記固定孔（２０）は貫通孔であり、前記装着配置用インサート（７）と前記凹状内部
受容表面（３）の底部との間、又は適切な場合には前記装着配置用インサート（７）と前
記関節インサート（１８）との間の前記自由空間（Ｅ１）が前記貫通孔を通じて前記装着
配置用インサート（７）の外側と通じ、シリンジの端部が漏れ防止嵌合するように寸法化
されている、方法。
【請求項１９】
　請求項１に記載の方法であり、前記挿入カップ（１）が金属製である、方法。
【請求項２０】
　請求項１に記載の方法であり、前記挿入カップ（１）がプラスチック製である、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、股関節寛骨臼の交換を目的とする人工股関節寛骨臼の製造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　股関節全体は、ボールソケットジョイントを含む２つの部分から成り、その一方は前記
股関節の生体寛骨臼を交換することを目的とする雌部分と、他方は大腿骨ヘッドを交換す
ることを目的とする雄部分である。前記ジョイントの雄部分は前記大腿骨の髄管内に挿入
される目的のシャフトを有し、その近位端は前記雌部分に嵌合される目的の球状ヘッドへ
のネックにより接続される。前記ジョイントの雌部分は、前記生体股関節寛骨臼を交換す
るべきでものであり、通常は実質的に半球状挿入カップを含み、前記骨軟骨の用意された
寛骨臼内に配置されるものである。
【０００３】
　前記寛骨臼内の前記挿入カップを適合させる場合に、前記カップを保持し操作するため
、及び前記カップを前記骨内の前記寛骨臼キャビティ内に好ましい方向に駆動するための
力を適用するためのインパクター、さらに前記挿入カップの外部表面と前記骨内の寛骨臼
キャビティとの間にセットするためのセメントとして十分長いインパクターの使用を可能
とすることが必須である。
【０００４】
　仏国特許出願公開第２９０９５４１Ａ１号明細書には、凸状かつ半球状の外部アンカー
表面を有する挿入カップが記載されている。そのインパクターを打ち込む間このカップを
保持するために、外部環状溝がその自由環状端部近くに設けられる。この環状溝は、少な
くとも２つのフック形状の弾性体タブ持つ主部を含むインパクターの工程を可能とする。
【０００５】
　この文献では、前記カップが前記インパクターにより保持するための力は、前記弾性体
タブから離れて広がるように適用されるべき前記力と関連し又は実質的に等しいものであ
る。このことは、前記インパクターにより前記カップを保持をするほど、前記タブを広げ
ることはより難しくなり、これによりユーザーは前記カップへインパクターを固定するた
めより努力が必要となる。
【０００６】
　従って、前記カップの信頼性ある保持を適用すると同時にカップへのより容易なインパ
クターの固定を可能とする必要性がある。
【０００７】
　国際公開第２００６／０４０４８３Ａ１号には以下の挿入カップを含む股関節寛骨臼が
記載されている。すなわち、
－患者の大腿骨の寛骨臼キャビティ内にアンカーされるように設計される実質的に半球状
凸状外部アンカー表面、
－環状端部と開口面内に含まれる開口表面とを含む凹状内部受容表面、
－環状受容構造であって、インパクターが患者の大腿骨の寛骨臼キャビティ内に前記カッ
プのインパクターのための前記環状受容構造に固定されるように設計される環状受容構造
を含む、挿入カップである。
【０００８】
　国際公開第２００６／０４０４８３Ａ１号では、前記の装着配置用インサートが冷却さ
れて前記挿入カップ内にそれを導入することを可能とし、それを室温に戻して拡張させて
前記挿入カップ内に強く取り付ける。前記装着配置用インサートの寸法を十分に小さくす
るために、これを冷蔵容器内で冷却する。前記冷蔵容器内に凝縮による液体が見られる場
合がある。かかる凝縮液体はバクテリアや微生物で汚染されている恐れがあり、それによ
り、前記装着配置用インサートとインサートカップが共に結合（ジョイント）された後前
記装着配置用インサート上に汚染を生じる恐れがある。このことは特に前記装着配置用イ
ンサートがプラスチックで成形されている場合には決定的に重要である。というのは例え
ばポリエチレンなどの装着配置用インサートとして使用されるプラスチックは係る液体を
吸収しやすいからである。従ってプラスチックから成形される前記装着配置用インサート
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がバクテリアや微生物で汚染された液体を吸収して、前記装着配置用インサートの深部汚
染を起こすというリスク（危険性）が存在する。
【０００９】
　さらに、前記カップとインパクターの間に、国際公開第２００６／０４０４８３Ａ１号
の開示されるものよりもより強いジョイントを設けることが好ましい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】仏国特許出願公開第２９０９５４１Ａ１号明細書
【特許文献２】国際公開第２００６／０４０４８３Ａ１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明が解決しようとする課題は、挿入カップを持つ股関節寛骨臼の製造方法であり、
これをより高い信頼性でより強固にインパクターに固定することができ、一方で適用のた
めの力を制限でき、かつ汚染の恐れをなくすことができる、方法である。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この課題を解決するために、本発明は次のステップ：
（ａ）開口面に含まれる開口表面を持つ凹状内側受容表面と、外側環状受容構造を持つ挿
入カップを準備し、
（ｂ）前記外側環状受容構造周りに嵌合することで前記外側環状受容構造の前記受容表面
と協働するように構成される周縁環状固定構造を持つ装着配置用インサートを準備し、
（ｃ）前記装着配置用インサートを前記寸法を増加させるために加熱し、
（ｄ）前記周縁環状固定構造を、前記外側環状受容構造の前記受容表面周りに嵌合させ、
（ｅ）前記装着配置用インサートを室温に戻してその寸法を減少させて、前記外側環状受
容構造上に前記周縁環状固定構造の半径方向締め付け（ｃｌａｍｐ）を達成する、を含む
製造方法を提供する。
【００１３】
　かかる製造方法は前記挿入カップ上に十分な前記装着配置用インサートの半径方向締め
付けを得ることを可能とする。
【００１４】
　前記外側環状受容構造回りの前記装着配置用インサートの嵌合は、加熱による前記装着
配置用インサートの拡張により過度の力を用いることなく可能となる。
【００１５】
　しかし前記カップと前記装着配置用インサートの分離には、冷却の後は相当な力が必要
であり、これにより前記カップの十分な打ち込み及び方向づけを可能とする。
【００１６】
　半径方向締め付けによる前記挿入カップ上に前記装着配置用インサートを強制的に保持
することは、高い信頼性と安全な固定を保証するものであり、これにより前記挿入カップ
の打ち込みの際に適用される力に耐えることが可能である。前記外側環状受容構造上の前
記周縁環状固定構造の半径方向締め付けは、前記外側環状受容構造の形状を過度に複雑に
することなくこの高い信頼性のある固定の達成を可能とする。
【００１７】
　前記挿入カップ上の前記装着配置用インサートの保持は国際公開第２００６／０４０４
８３Ａ１号に記載の方法よりもより信頼性は高い。これは特に、前記半径方向締め付けが
環状受容構造上で起こり、このことは、前記締め付けが外部で起こり従って前記半径方向
インサートとより大きい接触表面を持つという事実に基づく。
【００１８】
　最後に、前記外側環状受容構造上の前記周縁環状固定構造の半径方向締め付けは、前記
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挿入カップ内にプレストレス状態を起こし、このプレストレスが、患者の大腿骨の寛骨臼
内にその打ち込みの際に前記挿入カップの変形を起こす可能性を制限する。というのは、
前記挿入カップがその上部環状端部近くで比較的小さい厚さ例えば３ｍｍを持つ場合、前
記挿入カップの楕円化する現象が時として起こり（前記挿入カップが例えば金属やプラス
チック等の変形可能な材料でできている場合に）、この現象は前記寛骨臼ジョイントの雄
部分が前記挿入カップ内に嵌合することを不可能とし、又はこの現象は不均一に分配され
る内部機械的応力を生じ前記挿入カップの破壊をもたらす（例えばセラミックスなどの弱
い材料でできている場合）か、又は不均一に分配される内部機械的応力を生じ、その結果
、特にセラミックスからできている場合に関節インサートが容易に損傷を受ける、からで
ある。
【００１９】
　本発明の製造方法において、外側環状受容構造を持つ挿入カップであって、その上で前
記装着配置用インサートが加熱により拡張した後に室温に戻すことで締め付けられる挿入
カップを準備することで、前記装着配置用インサートの汚染、特にそれがポリエチレンで
できてる場合に汚染の問題を防止することを可能とする。
【００２０】
　本発明において、前記凹状内部受容表面は、前記挿入カップ（例えば２方向移動可能な
寛骨臼のための）に関して移動可能な関節インサートを受容するか、又は前記挿入カップ
（例えば単一の移動可能性を持つ寛骨臼のための）に関して静置される関節インサートを
受容するように構成され得る。
【００２１】
　有利には、前記挿入カップ上に前記装着配置用インサートを固定する前に、前記方法は
、関節インサートを前記挿入カップの前記凹上内部受容表面内に挿入する補助的ステップ
（ｂ１）を含む。
【００２２】
　前記挿入カップ、前記関節インサート及び前記装着配置用インサートは従って、製造現
場で前もって組立てられ得るものであり、外科医がそのように形成された前記ユニットを
前記関節インサートについて心配することなく単純に打ち込むことができるものでなけれ
ばならない。さらに、前記関節インサートは、外科医がなんら関与することなく前記挿入
カップ内に正しい位置に配置され得るものである。従ってこのことは、前記挿入カップ内
に前記関節インサートの誤配置の危険性を抑制する。この関節インサートの誤配置は前記
関節インサートの早期破壊を生じる恐れがある。
【００２３】
　有利には：
－前記関節インサートがセラミックスできており、
－前記装着配置用インサートが前記挿入カップ内の前記関節インサートを保持する弾性手
段を持ち、
－前記装着配置用インサートが前記挿入カップに結合される際に、前記装着配置用インサ
ートが、前記挿入カップ内に前記関節インサートを保持するための前記弾性手段を介して
のみ前記関節インサートと接触する、ものである。
【００２４】
　前記弾性保持手段は、搬送され、保存される間、かつ外科医により取り扱いされる際に
本前記関節インサートを前記挿入カップ内に正しい位置を維持する。外科医が前記装着配
置用インサートにより前記挿入カップ上に打ち込み力を適用する際には、前記セラミック
スインサートには前記弾性保持手段が変形することでなんらのショックも伝達されない。
従って、外科医が前記打ち込み中に前記セラミックス関節インサートを破壊する恐れはな
い。
【００２５】
　有利には、前記方法はさらに、前記ユニットが形成され微生物保護封袋に封止された後
に殺菌されるステップ（ｆ）を含む。
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【００２６】
　好ましくは、前記関節インサートがセラミックスからできており、かつ殺菌ステップ（
ｆ）がガンマ線照射、有利には約２５ｋＧｙと約４０ｋＧｙの間の照射による、方法であ
る。
【００２７】
　国際公開第２００６／０４０４８３Ａ１号には環状受容構造は、前記凹上内部受容表面
の表面に続く円筒状又はやや円錐状環状保持表面を含む。
【００２８】
　しかし、実質的に円筒状の連続性は前記寛骨臼大腿骨シャフトの可能な角度の余裕を制
限する。さらに前記円筒状の連続性は、通常は金属でできている前記寛骨臼大腿骨シャフ
トは前記挿入カップと接触するリスクが増加する。かかる接触の場合には、前記挿入カッ
プが金属でできている場合には金属分解の現象は前記挿入カップ及び／又は前記人工大腿
骨シャフトの端部の分解により起る。この分解は金属デブリを生じさせ、回りの組織に取
り込まれ及び／又は人工関節を損傷させ得る。さらに、前記カップが金属でできていない
場合には、特にセラミックス又は例えばＰＥＥＫなどのプラスチックでできている場合に
は、前記挿入カップの部分的又は全破壊の危険性がある。
【００２９】
　このことが、前記環状受容構造が好ましくは外部にあり、前記開口面から離れて位置さ
れる理由である。
【００３０】
　前記インパクターの固定のための前記環状受容構造が前記開口面から離れて前記実質的
な球状凸状アンカー表面の尖端に向かって位置される場合、この環状受容構造はもはや人
工大腿骨シャフトの角度的余裕を制限せず、適合され得るものである。同時に前記人工大
腿骨シャフト及び前記挿入カップの間の接触の恐れは制限され、それにより金属分解及び
／又は破壊の危険性が低減される。
【００３１】
　好ましくは前記装着配置用インサートは、インパクターが移動可能に固定される組立て
構造を用い得る。
【００３２】
　従って、製造現場で前記挿入カップ上に前記装着配置用インサートを配置することが可
能となり、それにより外科医は単純に前記インパクターを前記挿入カップの打ち込みを実
行するために前記装着配置用インサート上に固定するだけでよい。従って、外科医が前記
挿入カップの前記凹状内部受容表面を損傷する恐れはなく、前記挿入カップは前記装着配
置用インサートにより保護される。
【００３３】
　有利には：
－前記外側環状受容構造が、前記外側へ向けて受容表面を持つ前記環状端部の連続的又は
不連続的周縁半径方向肩部を含み、
－前記装着配置用インサートが前記内側へ向けて接続表面を持つ連続的又は不連続的周縁
環状固定構造を持ち、前記外側環状受容構造の前記受容表面と協働するように構成される
、方法である。
【００３４】
　第１の変法によれば、
－前記外側環状受容構造の受容表面が不連続周縁ロック溝を持ち、
－前記装着配置用インサートの前記周縁環状固定構造の前記接続表面は周縁に配置された
複数のロックリブを持ち、それが前記不連続的周縁ロック溝内に嵌合されるように構成さ
れる、方法である。
【００３５】
　第２の変法によれば：
－前記外側環状受容構造の受容表面又は前記周縁環状固定構造の接続表面のいずれかが連



(8) JP 5784611 B2 2015.9.24

10

20

30

40

50

続的周縁環状ロック溝を持ち、
－前記周縁環状固定構造の接続表面又は前記外側環状受容構造の受容表面の他の１つが連
続的又は不連続的周縁環状ロックリブを持ち、前記連続的周縁環状ロック溝内に嵌合する
ように構成される。
【００３６】
　前記ロック溝及び前記１以上のロックリブにより、前記装着配置用インサートは前記挿
入カップ上に維持される。これはまた外科医が前記インパクターにより伝達させる方向ト
ルクに耐えるように、前記装着配置用インサート及び前記挿入カップの間の結合の強さを
大きく増加させる。
【００３７】
　有利には、本発明は：
－前記環状端部の周縁半径方向肩部が約０．７ｍｍと約１．２ｍｍの間の厚さを持ち、
－前記外側の環状受容構造の前記不連続の周縁ロック溝又は前記連続的周縁環状ロック溝
が、約０．２ｍｍと約０．６ｍｍの間の半径方向厚さを持つ。
【００３８】
　かかる寸法は、その上部環状端部近くの小さい厚さ、例えば３ｍｍの厚さを持つ挿入カ
ップと適合する。
その上部環状端部近くの小さい厚さを持つ挿入カップの使用は、前記結合部（ジョイント
）の雄部分の前記球状ヘッドの直径を減少することを可能とし、従って位置変更の危険を
制限する。
【００３９】
　好ましくは、前記環状端部の前記周縁半径方向肩部は約１ｍｍと約４ｍｍの間の高さを
持つ。
【００４０】
　前記周縁半径方向肩部のかかる高さは、前記骨と接触するための前記凸状外側アンカー
表面の表面面積を過度に減少させることなく、前記半径方向締め付けのための前記装着配
置用インサート及び前記挿入カップの間に十分な接触表面を与える。このことは、赤道面
の近くに実質的に位置する前記外側アンカー表面部分が、前記大腿骨の前記寛骨臼キャビ
ティ内の前記挿入カップの保持に実質的に関与する部分である、という事実に照らすとよ
り大きいものである。
【００４１】
　有利には、前記環状受容構造の前記不連続的周縁ロック溝又は連続的周縁環状ロック溝
は、約０．４ｍｍと約３ｍｍの間の高さを持つ。
【００４２】
　好ましくは、前記装着配置用インサート及び前記外側カップの前記外側環状受容構造は
、前記装着配置用インサートが前記挿入カップの前記外側環状受容構造上に固定される場
合に、前記装着配置用インサートは、前記挿入カップの前記実質的に半球状凸状アンカー
表面により定められる実質的に半球状表面の外側には突出しないように構成される。従っ
てこれにより、患者の大腿骨の前記準備された寛骨臼キャビティの近くに存在する前記骨
物質と前記装着配置用インサートとが不適合となる危険を避けることとなる。
【００４３】
　有利には、前記装着配置用インサートの周縁環状固定構造は、前記環状端部の半径方向
肩部の厚さと実質的に等しいか小さい厚さを持ち得る。
【００４４】
　好ましくは、前記装着配置用インサートはポリエチレンでできている。ポリエチレンは
通常医療分野で使用され安価である加工が容易である。さらに、ポリエチレンは金属、セ
ラミックス又はポリエチレンよりも硬い材料、例えばＰＥＥＫなどでできている挿入カッ
プを損傷する恐れがない。
【００４５】
　好ましくは、前記組立て構造は、前記装着配置用インサート中に形成される内部ネジを



(9) JP 5784611 B2 2015.9.24

10

20

30

40

50

持つ固定孔を含み得る。この孔は前記インパクターの対応するネジ付き部分のねじ込みを
可能とする。
【００４６】
　有利には、前記固定孔は貫通孔であり、脱着器具と協働することを可能とする。前記脱
着器具はネジ付きロッドを持ち、これは前記孔を通じてねじ込むことができる。前記器具
は遠位端部を持ち、この部分は前記ネジ付きロッドが前記貫通孔内にねじ込まれる際に前
記挿入カップの前記凹状内部受容表面に対して、直接又は間接的に結合されるように構成
される。
【００４７】
　好ましくは、本方法は：
－前記装着配置用インサートが、前記装着配置用インサートが前記挿入カップの前記外側
環状受容構造に固定される際に、前記装着配置用インサートと前記凹状内部受容表面との
間又は適切な場合に前記装着配置用インサートと前記関節インサートとの間に自由空間が
保持されるように構成され、
－前記装着配置用インサートが前記外側環状受容構造の前記受容表面に対してその接続表
面を横切って封止状態とされ、
－前記固定孔が貫通孔であり、前記孔は、前記孔を介して、前記装着配置用インサート及
び前記凹状内部受容表面との間又は適切な場合には前記装着配置用インサート及び前記関
節インサートとの間の自由空間を前記外側と通じさせ、シリンジの端部の漏れ防止のため
に寸法化される、方法である。
【００４８】
　本発明の他の課題、構成及び有利な効果については、添付図面を参照しつつ以下の具体
的な実施態様の記載から明らかとなるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】図１は、股関節寛骨臼の挿入カップの斜視図である。
【図２】図２は、図１の挿入カップへ接続されるための装着配置用インサートの斜視図で
ある。
【図３】図３は、図２の装着配置用インサートの断面図である。
【図４】図４は、本発明の第１の実施態様による股関節寛骨臼の挿入カップの斜視図であ
る。
【図５】図５は、図４の前記カップの側面図である。
【図６】図６は、図４及び５の前記挿入カップに接続される、装着配置用インサートの斜
視図である。
【図７】図７は、図６の前記装着配置用インサートの断面図である。
【図８】図８は、本発明の第２の実施態様による股関節寛骨臼の挿入カップの斜視図であ
る。
【図９】図９は、図８の前記装着配置用インサートの断面図である。
【図１０】図１０は、図８の前記挿入カップの部分的断面図である。
【図１１】図１１は、図９の前記装着配置用インサートの断面図である。
【図１２】図１２は、図１０及び１１の前記挿入カップ及び装着配置用インサートの部分
的断面図である。
【図１３】図１３は、静置関節インサートを持つ図８の前記挿入カップ及び装着配置用イ
ンサートの斜視図である。
【図１４】図１４は、組み合わせられた図１３の前記要素の断面図である。
【図１５】図１５は、組み合わせられた挿入カップ及び装着配置用インサートの断面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００５０】
　　図１、４、５及び８は股関節寛骨臼の挿入カップ１の１つを示す。この挿入カップ１
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は：
－患者の大腿骨の用意された寛骨臼キャビティ内にアンカーされるように設計された、実
質的に凸状の外部アンカー表面２及び開口面Ｐ内に維持される凹状の内部受容表面３、環
状端部４及び開口部表面５、
－環状受容構造６であって、患者の前記大腿骨の前記環状構造キャビティ内に前記挿入カ
ップ１の打ち込みのために、インパクターを前記環状構造６に固定する用に設計される、
環状受容構造６、を含む。
【００５１】
　前記環状受容構造６は外部に、前記開口面Ｐからある距離離れて設けられている。言い
換えると、前記環状受容構造は６は前記開口面Ｐに関して、前記外部アンカー表面２の尖
端Ｓの方向へ向かってオフセットされている。
【００５２】
　従って、前記環状受容構造６は、前記尖端Ｓを超えて続く前記内部受容表面３から連続
して位置するものではない。従って、前記寛骨臼大腿骨シャフトの角度的余裕を制限する
ことを防止し、金属破壊を防止できる。
【００５３】
　図２、３、６、７及び９は、挿入カップ１の結合させる装着配置用インサート７を示す
。図２及び３の装着配置用インサート７は図１の前記挿入カップ１に結合させるものであ
る。図６及び７の装着配置用インサート７は図４、５及び８の前記挿入カップ１に結合さ
せるものである。図９の前記装着配置用インサート７は図８の前記挿入カップ１に結合さ
せるものである。
【００５４】
　それぞれの装着配置用インサート７は前記挿入カップ１の前記外側環状受容構造６に取
り外し可能に固定され得るものであり、それは取外し可能に固定されるインパクターの上
にアセンブリ８を持つ。
 
【００５５】
　図１、５及び８から、前記外側環状受容構造６は前記環状端部４の連続的又は不連続的
周縁半径方向肩部ｄを含み、前記外側方向に向けられた受容表面９を含むことが分かる。
図２、３、６、７、９から、それぞれの装着配置用インサート７は連続的又は不連続的周
縁環状固定構造１０を持ち、これは前記内側に向けられた結合表面１１で固定され、前記
外側環状構造６の前記受容表面９と協働するように構成されていることが分かる。
【００５６】
　図１～３に示す実施態様では、前記外側環状受容構造６の前記受容表面９が外部ネジ１
２を含み、前記装着配置用インサート７の前記周縁固定構造１０の前記接続表面１１が、
ネジにより前記外部ネジ１２と協働するように構成される内部ネジ１３を含む。
【００５７】
　本発明の実施態様は図４～１３に示される。これらの図において前記外側環状受容構造
６及び前記周縁環状固定構造１０は、前記装着配置用インサート７が前記外側環状受容構
造６の回りに押嵌合され、前記外側環状受容構造６上に前記周縁受容環状構造１０の半径
方向を締め付けることで強固に保持されるように、構成される。
【００５８】
　前記挿入カップ１上に前記装着配置用インサート７の保持をさらに改善するために、前
記装着配置用インサート７及び前記挿入カップ１の間に、ロック溝に嵌合する１以上のロ
ックリブを設けることで、さらに協働作用が与えられ得る。
【００５９】
　図４～７に記載の第１の変法では、
－前記外側環状受容構造６の前記受容表面９は不連続ロック溝１４を持ち、
－前記装着配置用インサート７の前記周縁環状固定構造１０の前記結合表面１１は複数の
ロックリブ１５ａ～１５ｄを含み、それらは前記周縁に分布されており、かつ前記不連続
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周縁ロック溝１４に嵌合するように構成されている。
【００６０】
　図８及び９に示される第２の変法では、前記外側環状受容構造６の前記受容表面９は連
続的な周縁環状ロック溝１６を含み、また前記周縁環状固定構造１０の前記結合表面１１
は前記連続的周縁環状ロック溝１６で嵌合するように設計された連続的周縁ロックリブ１
７を含む。
【００６１】
　この第２の実施態様では、前記周縁環状固定構造１０の前記結合表面１１が不連続的環
状ロックリブを持つことも可能である。従って、装着配置用インサート７は、図６及び７
に示されるように、本発明の第２の実施態様の前記第１の変法と類似である。
【００６２】
　図１０は図８の前記挿入カップ１の前記環状端部４の断面である。図１０からより具体
的に分かるように、前記外側環状受容構造６は周縁半径方向肩部ｄを含み、これは前記外
側に向く受容表面９を持つ。前記周縁半径方向肩部ｄは約０．７ｍｍから約１．２ｍｍの
間の厚さを持つ。
【００６３】
　前記受容表面９は連続的周縁環状ロック溝１６を持つ。前記連続的周縁環状ロック溝１
６は、約０．２ｍｍ及び約０．６ｍｍの間の厚さ半径方向厚さｅ２を持つ。
【００６４】
　前記挿入カップ１はその環状端部４と類似の厚さｅ４を持つ。厚さｅ４はさらに小さく
てもよく、例えば３ｍｍ未満である。
【００６５】
　前記環状端部４の周縁半径方向肩部ｄは、約１ｍｍと約４ｍｍの間の高さｈ１を持つ。
【００６６】
　最後に前記連続的周縁環状ロック溝１６は約０．４ｍｍと約３ｍｍの間の高さｈ２を持
つ。
【００６７】
　前記第２の変法の関して与えられた寸法は前記第１の変法にも適用され、また図１～３
の発明についても適用され得る。
【００６８】
　図１１から分かるように、前記半径方向インサート７の前記周縁環状固定構造１０は、
その結合表面１１とその連続的環状ロックリブ１７を持ち、前記受容表面９及び前記連続
的周縁環状ロック溝１６に適合する形状及び寸法を持つ。前記半径方向インサート７及び
前記挿入カップ１は従って図１２に示されるように非常に緊密に結合され得ることとなる
。
【００６９】
　前記半径方向インサート７と、患者の前記大腿骨の生体の寛骨臼キャビティとの不適合
を避けるために前記半径方向インサート７及び前記挿入カップ１の前記外側環状受容構造
６は次のように構成される。即ち、前記装着配置用インサート７が前記挿入カップ１の前
記外側環状受容構造６へ固定される際に前記装着配置用インサート７が、前記挿入カップ
１の前記実質的に半球状凸状外側アンカー表面２で定められる実質的に半球状表面Ｓ１（
図１２で破線で示される）の外側に突出しないように、構成される。
【００７０】
　このために前記装着配置用インサート７の前記周縁環状固定構造１０は、前記環状端部
４の前記半径方向肩部ｄの厚さｅ１よりも実質的に小さいか等しい半径厚さｅ３を持つ。
【００７１】
　前記挿入カップ１の損傷を受けないように、前記半径方向インサート７は有利にはプラ
スチックで、好ましくはポリエチレンで成形されるものであり、ポリエチレンは容易に加
工できまた安価な材料でもある。
【００７２】
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　本発明において、前記凹状受容表面３は、例えば２方向の可動性を持つ寛骨臼のための
移動可能な関節インサートを受容するためにスライド表面３ａであり得る。この場合前記
スライド表面３ａは球状移動可能な関節インサート（図１５）を受容するものである。
【００７３】
　本発明において、前記凹状内側受容表面３は、例えば図１４で示されるように単一方向
移動可能な寛骨臼のための静置関節インサート１８を受容するために構成され得る。前記
静置関節インサート１８は前記挿入カップ１内に円錐形嵌合により不動化される。
【００７４】
　図１４からより具体的に分かるように、前記挿入カップ１へ固定される前記装着配置用
インサート７を持つ前記挿入カップ１内に嵌合される前記関節インサート１８を、製造現
場で予め組立て殺菌処理を実施することが可能である。この結果、外科医による打ち込み
のために準備された予め組み立てられたユニットが得られ、その結果手術時間が短縮され
得ることとなる。さらに、前記関節インサート１８は、前記挿入カップ１内に予め適切に
固定されており、外科医による不適切な位置合わせリスクを低減できることとなる。この
ことは前記関節インサートがセラミックスでできている場合に特に重要である。というの
は不適切な位置合わせは、しばしば前記セラミックスの早期破壊につながるからである。
【００７５】
　図１４からより具体的に分かるように、前記装着配置用インサート７は前記挿入カップ
１内に前記セラミックス関節インサート１８を保持するための弾性手段１９を持つ。前記
弾性手段１９は、前記挿入カップ１内の前記関節インサート１８が前記予め組み立てられ
た挿入カップ及び関節インサート１８の移動、保存及び取り扱いの際に位置が変化するこ
とを防止する。
【００７６】
　前記挿入カップ１の打ち込みの際に前記セラミックス関節インサート１８の損傷を避け
るために、前記装着配置用インサート７を前記挿入カップ１に固定される際に前記装着配
置用インサート７は前記関節インサート１８と前記弾性保持手段１９にのみ接触する。図
１２からより具体的に分かるように、前記装着配置用インサート７は、前記装着配置用イ
ンサート７及び前記関節インサート１８との間に空間Ｅを設けるように構成される。従っ
て、打ち込み衝撃が前記セラミックス関節インサート１８へは伝達されず、前記弾性手段
１９により前記挿入カップ１の底部に保持される。
【００７７】
　図１４及び１５からより具体的に分かるように、前記装着配置用インサート７の前記ア
センブリ構造８は内部ネジ２１を持つ固定孔２０を含む。前記内部ネジ２１は、前記イン
パクター（図示されていない）の対応するネジ部分をネジ止めすることを可能とする。
【００７８】
　前記挿入カップ１を患者の大腿骨の寛骨臼キャビティ内に打ち込んだ後、前記装着配置
用インサート７を引き出す必要がある。この引き出しは、打ち込みの際に形成された結合
を破壊しないように、前記アンカー表面２と患者の大腿骨の寛骨臼キャビティの間の応力
を生じさせないように実施されなければならない。
【００７９】
　そのような分離を可能とする第１の方法は、貫通孔を持つ前記固定孔２０による方法で
あり、これは遠部端にネジ付きロッドを持つ脱着器具と協働して、前記脱着器具が前記ネ
ジ付きロッドが前記貫通孔を通じてねじ込まれると、前記挿入カップ１の前記凹状受容表
面３に対して直接又は間接的に接続するように協働するように構成される。図１４及び１
５には、前記固定孔２０が、直径Ｄ１の第１の部分２０ａとより小さい直径Ｄ２の第２の
部分２０ｂを持つ。前記脱着器具のネジ付きロッドは、前記固定孔２０の直径Ｄ２の前記
部分２０ｂ内にねじ込まれ得る。
【００８０】
　またそのような分離を可能とする第２の方法は：
－前記装着配置用インサート７が前記挿入カップ１の前記外側環状受容構造６に固定され
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ると、前記装着配置用インサート７と前記凹状内側受容表面３（図１５）との間、又は適
切な場合には前記装着配置用インサート７と前記関節インサート１８（図１４）の間に自
由空間Ｅ１が保持されるように、前記装着配置用インサート７が構成され、
－前記装着配置用インサート７が、前記外側環状受容構造６の前記受容表面９の対してそ
の結合表面１１を横切る封止状態であり、
－前記固定孔２０が貫通孔であり、それを介して前記自由空間Ｅ１が前記外側と通じ、シ
リンジの端部の漏れ防止嵌合のために寸法化される、方法である。
【００８１】
　図１４及び１５の場合において、前記シリンジ端部は外側直径が前記固定孔２０の直径
Ｄ２の前記部分で漏れ防止の状態で勘合するように構成される。
【００８２】
　その後水又は生理的食塩水を前記自由空間Ｅ１内に加圧状態で注入して、前記挿入カッ
プ１及び前記装着配置用インサート７との間の分離のための力を低減させる。
【００８３】
　前記装着配置用インサート７及び前記挿入カップ１の間の封止結合を得るために、好ま
しくは、図８及び９に示されるような前記装着配置用インサート７及び前記挿入カップ１
を用いる。
【００８４】
　本発明において、前記挿入カップ１及び前記装着配置用インサート７（及び、適切な場
合には静置関節インサート１８）を含む前記ユニットを組み立てる場合には、前記環状受
容構造６及び前記周縁環状固定構造１０を損傷しないことが重要である。前記外側環状構
造６上に前記周縁環状固定構造１０の半径方向締め付けを達成するために、前記周縁環状
固定構造１０が前記外側環状受容構造６の直径よりも小さいか等しい直径を持つことが必
要である。
【００８５】
　従って膨張させその後縮小させることを含む組立方法が用いられる。前記半径方向イン
サート７が加熱されてその直径を増加させ、その後前記周縁環状固定構造１０が前記外側
環状受容構造６の前記受容表面９周りに嵌合され、さらに前記装着配置用インサート７を
室温に戻しその直径を減少させる。
【００８６】
　かかる方法は、１以上のロックリブ１５ａ～１５ｄ又は１７を損傷又は破壊せずに組み
立てることを可能とし、これにより前記装着配置用インサート７及び前記挿入カップ１の
間のより強い結合のための鋭利な端部を保持することを可能とする。
【００８７】
　加熱による製造方法はまた、文献国際公開第２００６／０４０４８３Ａ１号に記載され
る冷却による方法の前記欠点を避けることを可能とする。
【００８８】
　室温に戻すと前記外側環状受容構造６上の前記周縁環状固定構造１０の半径方向締め付
けが得られる。図１４で示される前記ユニットの組立のために、前記挿入カップ１上に前
記半径方向インサート７を固定する前に前記挿入カップ１の前記凹状受容表面３内に関節
インサート１８を挿入することを可能とする。
【００８９】
　それゆえ、かかる形成され微生物保護封袋中に封入されたユニットを殺菌ステップに進
めることが可能となる。十分な殺菌は、ガンマ線で照射され、好ましくは約２５ｋGyと約
４０ｋGyの間の量である。
【００９０】
　留意すべきは、前記装着配置用インサート７を加熱し、その後室温に戻すことによる図
１４及び１５の前記ユニットの製造及び組立方法は、挿入カップ１と共に使用することが
でき、その外側環状受容構造６は前記開口面Ｐから離れて設けられる必要はない、という
ことである。
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【００９１】
　前記製造方法は従って、前記挿入カップ１の前記開口面Ｐに関して前記環状受容構造６
の位置に依存せず保護の対象とされ得る。
【００９２】
　本発明はここで明示された実施態様に限定されるものではなく、むしろ添付された特許
請求の範囲の範囲内に含まれる種々の変法及び一般をも含むものである。
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